
豊島区家具転倒防止器具の購入および設置助成金交付要綱 
 

                         令和 7 年 4 月 1 日 
危 機 管 理 監 決 定  

 
（目的） 
第 1 条 この要綱は、区の区域内（以下「区内」という。）の住宅における家具の転倒防止器具
およびガラス飛散防止フィルム（以下「器具」という。）の設置に要する経費の一部を助成する
ことにより、器具の設置を促進し、もって防災対策を充実させることを目的とする。 
 

（通則） 
第２条 この要綱による豊島区家具転倒防止器具の購入および設置助成金（以下「助成金」とい
う。）の交付については、この要綱に定めるもののほか、豊島区補助金交付規則（昭和６１年３
月第５９号）に定めるところによる。 

  
（助成対象者） 
第 3 条 助成金の交付の対象となる世帯（以下「助成対象世帯」という。）は、助成金申請日の
１４日前から豊島区内に住所を有する者で構成され、区の基本台帳に登録されている、以下の世
帯とする。  

① ６５歳以上の方のみで構成される世帯 
② 身体障害者手帳や愛の手帳の交付を受けている方のいる世帯 
③ 要介護３〜５の方がいる世帯 
 

（助成対象物） 
第４条 助成金の交付の対象となる物品（以下「助成対象物」という）については、以下の器具
とする。ただし、中古品又はオークション、個人売買若しくは譲渡等により取得するものは対象
外とする。 

① ストッパー式 
② ポール式（つっぱり棒式） 
③ L 型金具 
④ 移動防止着脱式ベルト 
⑤ 開閉防止着脱式ベルト 
⑥ キャスター下皿 
⑦ ガラス飛散防止フィルム 
⑧ その他、家具転倒防止の効果が認められると区長が判断するもの 



（助成対象事業） 
第５条 助成金の交付の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、助成対象世帯が
その住居において利用する目的で、家具転倒防止器具を販売する業者から助成対象物を購入す
る、または業者に依頼して助成対象物の設置を助成対象世帯の居住する住宅に行う事業とする。  
２ 助成対象世帯が助成を受けることができる回数は、世帯につき原則１回限りとする。 
ただし、区内転居した場合には、その限りではない。 
 
（助成対象経費） 
第６条 助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、助成対象事業に
係る器具の購入及び設置に要する費用とする。 
 
（助成金の額） 
第７条 助成金の額は、区の予算の範囲内において、購入、設置の別なく合計１５，０００円を
上限とする（100 円未満切捨て）。なお、上限額は消費税を含む金額とする。 
 
（交付申請及び請求等） 
第８条 助成金の交付申請は、世帯主が行うものとする。器具の購入、又は購入及び設置後、豊
島区家具転倒防止器具の購入および設置助成金交付申請書兼請求書（別記様式第１号。以下「申
請書」という。）と支払金口座振替依頼書（別記様式第 2 号）により、区長に対し申請するもの
とする。また、申請者は、申請時には購入や設置時に事業者が発行した領収書等を必ず添付し、
区長に請求するものとし、領収書等には以下の事項が明確に記載されていなければならない。た
だし、添付された領収書等に助成対象以外のものが含まれていた場合は、それを除した金額の合
計を助成対象とする。 

・領収書等の日付 
・商品名や工事名など、今回の助成の対象であることがわかる内容 
・販売事業者や設置事業者の住所、会社名、連絡先の記載 

２ 第３条②の要件にて申請をする場合は、身体障害者手帳、もしくは愛の手帳の写しを添付の
うえで申請をしなければならない。 
３ 第３条③の要件にて申請をする場合は、介護保険被保険者証の写しを添付のうえで申請をし
なければならない。 
４ 領収書等の記載内容から今回の助成の対象であることがわからない場合は、区が助成対象物
を確認することとし、助成対象世帯はそれを了承すること。 
 
（申請期間） 
第９条 助成を受けようとする者は、購入日、もしくは設置の日から６か月以内に申請をしなけ
ればならない。ただし、施行日以前の購入、設置については対象外とする。 



（交付決定） 
第 10 条 区長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当であ
ると認めたときは豊島区家具転倒防止器具の購入および設置助成金交付決定通知書（別記様式第
3 号）により、不適当であると認めたときは豊島区家具転倒防止器具の購入および設置助成金不
交付決定通知書（別記様式第 4 号）により、交付申請者に通知する。 
 
（報告） 
第 11 条 区長は、必要があると認めるときは、助成対象世帯に助成対象物の設置状況について
の報告を求めることができる。 
 
（実地調査） 
第 12 条 区長は、必要があると認めるときは、助成対象物の設置状況について、職員に実地調
査をさせることができる。 
 
（交付決定の取消し）  
第 13 条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定を取
り消すことができる。この場合において、豊島区家具転倒防止器具の購入および設置助成金交付
決定取消通知書（別記様式第 5 号）により交付決定者に通知する。 

⑴ 偽りその他不正の手段により器具の購入および設置又は助成金の交付を受けたとき。 
⑵ 器具の設置等が完了する前に第３条に定める要件に該当しなくなったとき。 
⑶ 前２号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。  

 
（助成金の返還） 
第 14 条 区長は、前条の規定に基づき助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消
しに係る部分に関し、既に交付した助成金があるときは、期限を定めて交付された助成金の返還
を命じなければならない。 
 
（費用負担） 
第 15 条 助成を受けようとする者が、賃貸住宅に居住している場合は、事前に家屋の所有者(家
主又は家主と管理契約を締結している管理会社等)と協議を行い、その承諾を受けておくこと。 
２ 本事業により設置した器具等の故障による修理費用、取り外しに伴う原状回復に要する費用
その他維持管理に要する費用は、第１０条の規定により交付の決定を受けた者の負担とする。 
 
 
 
 



（免責） 
第 16 条 事業により器具等の取付けを行った家具が転倒したこと等により、交付決定者等に被
害または損害が生じても、区および区が紹介する事業者は、その損害賠償等の責めを負わないも
のとする。 
 
（委任） 
第 17 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、防災危機管理課
長が別に定める。 
 
    付 則 
  この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 

付 則 
この要綱は、令和 7 年 11 月 1 日から施行する。 

 



別記様式第１号（第８条関係） 

年   月   日                              

豊島区家具転倒防止器具の購入および設置助成金交付にかかる申請書兼請求書 

 

豊島区長 あて 

豊島区家具転倒防止器具の購入および設置助成金交付要綱に基づき、以

下のとおり申請、請求します。 
 

       
 
 

申請者 
（世帯主） 

 

 
住所 

〒 
 
豊島区 
（マンション名等） 

 
氏名 

フリガナ 

 

電話 
番号 

〇自 宅  
〇携帯電話 

（      ） 
    （      ） 

 
申請区分 

※右の該当す
る項目に☑を
つけてくださ
い 

□ ①６５歳以上の方のみで構成された世帯 
□ ②身体障害者手帳、又は愛の手帳を所持する方がいる世帯 

□身体障害者手帳 ・ □愛の手帳 

□ ③要介護３～５の方がいる世帯 

交付申請額 円（助成金上限額は税込１５，０００円） 

 
 
代 理 人 

 
※代理人申請
時に使用。 

住所 〒 

 

氏名 

フリガナ 申請者との関係 

  

電話番号 
〇自 宅  

〇携 帯 電 話 

 （    ） 

    （    ） 

１． 申請、請求には以下の添付書類が必要になります。 
（１）領収書またはレシートの原本 
（２）支払金口座振替依頼書 
＜②または③の該当者＞ 
・身体障害者手帳または愛の手帳（顔写真のあるページ）のコピー 
・介護保険被保険者証のコピー     

２． 申請、請求書後に要件を満たしていないことが判明した場合、助成金の不交付
や取り消しとなる場合があります。 

３． 助成を受けることができるのは、原則、１世帯につき１回限りです。 
４． 助成金交付決定額は100円未満の端数が切捨てとなります。 
 

誓約・同意事項 
☐ 購入または設置した家具転倒防止器具は、私の住居において利用するもので、 

転売・譲渡の目的で購入又は設置したものではありません。 
☐ 豊島区家具転倒防止器具の購入および設置助成金交付要綱を確認し、内容を

理解した上で同意しました。 
 

裏面へ続く 



領収書などの貼り付け欄 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

申請書
受領施設
収受印

記載内容がすべて見える
ようにオレンジ枠の中に

貼り付け 

※領収書やレシートが大きい場合は、貼り付け後、
折り畳んでも大丈夫です。 

※オンライン購入により領収書やレシートが発行さ
れない場合は、購入画面のコピーなど購入内容と
購入したことが分かる資料を貼り付けて下さい。 

【チェック項目】 
□領収書やレシートに日付が記載されているか 
□商品名やただし書きは記載されているか（購入情報に

ついて詳しく記載されているか） 
□事業者の住所や会社名、連絡先は記載されているか 
□添付書類は揃っているか（※②、③該当の方のみ） 

事務処理欄 
（記載不要） 



別記様式第２号（第８条関係） 

 

裏面へ続く 



口座情報が分かる資料の貼り付け欄 

（別紙添付による提出可） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※通帳やキャッシュカードのコピーなど口座情
報が分かるものを貼り付けて下さい。 

※オンライン口座の場合は、口座情報が分かる
画面のコピーでも大丈夫です。 



別記様式第３号（第１０条関係） 

豊総防発第 号 

年  月  日 

（氏  名）  様 

 豊島区長 （氏  名） 印 

 

豊島区家具転倒防止器具の購入および 

設置助成金交付決定通知書 

 

 年  月  日付で申請のあった豊島区家具転倒防止器具の購入および設置助成金

の交付について、豊島区家具転倒防止器具の購入および設置助成金交付要綱第１０条の

規定により、下記のとおり交付することを決定しましたので、通知いたします。 

記 

 
 

１ 交付決定額                     円 

 

２ 条 件 

豊島区家具転倒防止器具の購入および設置助成金交付要綱の規定を遵守すること 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第４号（第１０条関係） 

豊総防発第 号 

年  月  日 

（氏  名） 様 

 豊島区長 （氏  名） 印 

 

豊島区家具転倒防止器具の購入および 

設置助成金不交付決定通知書 

 

 年  月  日付で申請のあった豊島区家具転倒防止器具の購入および設置助成金

の交付について、豊島区家具転倒防止器具の購入および設置助成金交付要綱第１０条の

規定により、下記のとおり交付しないことを決定しましたので、通知いたします。 

 

記 

 
 

１ 不交付理由                    

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第５号（第１３条関係） 

豊総防発第 号 

年  月  日 

（氏  名）  様 

 豊島区長 （氏  名） 印 

 

豊島区家具転倒防止器具の購入および 

設置助成金交付決定取消通知書 

 

 年  月  日付で申請のあった豊島区家具転倒防止器具の購入および設置助成金

の交付について、豊島区家具転倒防止器具の購入および設置助成金交付要綱第１１条の

規定により、下記のとおり通知いたします。 

 

記 

 
 

１ 交付決定取消金額                    円 

 

２ 取 消 理 由                    

 

 

以上 

 

 

 

 

 


